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第 25 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第25期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提

供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブ

サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「第25期定時株主総会招集ご通知」を

選択のうえ、ご覧ください。）

　なお、当日のご出席に代えて、電磁的方法（インターネット等）または書面によって議決権を行使すること

ができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁の＜議決権行使についてのご案内＞を

ご参照のうえ、2025年６月19日（木曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげま

す。

敬　具
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１．日 時 2025年６月20日（金曜日）午前10時（午前９時30分受付開始予定）

２．場 所 大阪市北区中崎西二丁目４番12号　梅田センタービル31Ｆ　ホワイトホール

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第25期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並び

に会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第25期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

　第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役６名選任の件

 ４．招集にあたっての決定事項

　次頁の＜議決権行使についてのご案内＞をご参照ください。

以　上

記

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

◎2022年９月１日に施行された株主総会資料の電子提供制度により、「書面交付請求」をされた株主様を除

き、株主総会資料は当社ウェブサイト等に掲載し、株主の皆様のお手元には簡易な招集通知（ウェブサイト

に掲載したこと及びＵＲＬ等を記載したお知らせ）のみをお届けしております。環境への配慮等も踏まえ、

何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

◎なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前項の【当社ウェブサイト】及び【株主総会資料　掲載ウ

ェブサイト】において、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。

◎本株主総会の決議通知につきましては、決議通知のご送付に代えて、前項の【当社ウェブサイト】に掲載さ

せていただきます。
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次頁の＜インターネット等による議決権行使のお手続きについて＞をご確認のうえ、議決権

行使サイトにアクセスしていただき、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限　2025年６月19日（木曜日）午後６時入力分まで

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ

き、行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限　2025年６月19日（木曜日）午後６時到着分まで

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を

会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

株主総会開催日時　2025年６月20日（金曜日）午前10時

＜議決権行使についてのご案内＞

インターネット等による議決権行使の場合

■　インターネット等と書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等によるもの

を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

■　インターネット等により複数回議決権を行使された場合は、最後に入力されたものを有効な議決権

行使としてお取り扱いいたします。

書面による議決権行使の場合

■　各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたしま

　　す。

ご出席による議決権行使の場合

（受付開始　午前９時30分予定）
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＜インターネット等による議決権行使のお手続きについて＞
　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお

願い申しあげます。

　当日ご出席の場合は、インターネット等または書面（議決権行使書の郵送）による議決権行使のお手続きは

いずれも不要です。

１．議決権行使サイトについて

（１）インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォン等から、当社の指定する議決権行使

サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただ

し、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。）

（２）パソコンまたはスマートフォン等による議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用

されている場合、アンチウィルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号

化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合も

ございます。

（３）携帯電話による議決権行使は、対応しておりません。

（４）インターネットによる議決権行使に関してご不明な点等がございましたら、次頁に記載の「三菱UFJ信託

銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）」へお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について

（１）パソコンによる方法

・議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログイン

ID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

（２）スマートフォン等による方法

・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォン等により読み取ることで、議決権行

使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。

（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）

・スマートフォン等の機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードでのログイン

ができない場合には、上記「２.（１）パソコンによる方法」にて議決権行使を行ってください。

（注）「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

電話　0120-173-027（受付時間　午前９時～午後９時、通話料無料）

３．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

　　議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担と

なります。また、スマートフォン等をご利用の場合は、パケット通信料・その他利用による料金が必要となる

場合がありますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

＜議決権電子行使プラットフォームについて＞
　　管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、東京証券取引所等により設立

された株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当

社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記＜インターネット等による議決権行使の

お手続きについて＞以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。
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（ 2024年４月１日から
2025年３月31日まで ）
事 業 報 告

１．企業集団の現況

（１）当事業年度の事業の状況

①事業の経過及び成果

　当社が所属する情報通信サービス市場においては、働き方の見直しや深刻化する人手不足等を背景

に、企業における業務効率化への関心が一層高まっており、企業活動のデジタル化が進展しておりま

す。その結果、企業によるIT投資は引き続き堅調に推移いたしました。一方で、一部の事業領域では

市場の成熟化が進んでいるほか、類似のサービスを展開する事業者の増加により、競争環境は厳しさ

を増しているものと認識しております。

　このような経営環境の中、当社グループは、2021年３月期を基準として、2026年３月期までの５ヵ

年で、売上高CAGR（年平均成長率）31％～32％、2026年３月期の親会社株主に帰属する当期純利益100

億円以上、純資産200億円以上とする中期経営目標に取り組んでおります。

　当連結会計年度においては、中期経営目標の最終年度に向け、投資効率のさらなる向上を図るべ

く、各サービスの受注動向に応じた機動的な投資配分の見直しや、営業プロセスの見直し等の取り組

みを継続的に実施してまいりました。

  この結果、当連結会計年度の業績は、売上高48,904百万円（前連結会計年度比27.3％増）、営業利

益10,192百万円（前連結会計年度比83.3％増）、経常利益10,218百万円（前連結会計年度比82.1％

増）、親会社株主に帰属する当期純利益8,003百万円（前連結会計年度比91.2％増）となりました。

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

（クラウド事業）

  クラウド事業は、主力サービスである楽楽精算、楽楽明細において、インボイス制度や電子帳簿

保存法の前倒し需要の反動影響は第１四半期連結会計期間に底を打ち、堅調な需要環境を背景に第

２四半期連結会計期間以降は回復し、堅調に推移しました。また積極的な投資は継続しつつも、各

サービスの受注状況を踏まえた機動的な投資の再配分や、営業プロセスの見直し等の施策を進めた

結果、利益率が改善いたしました。

  この結果、売上高は41,862百万円（前連結会計年度比28.9％増）、セグメント利益は9,365百万円

（前連結会計年度比88.1％増）となりました。
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事業区分別

第24期 第25期(当連結会計年度)
前連結会計年度比

増減率

(％)

2023年４月１日から

2024年３月31日まで

2024年４月１日から

2025年３月31日まで

売上高(百万円) 構成比(％) 売上高(百万円) 構成比(％)

クラウド事業 32,466 84.5 41,862 85.6 28.9

IT人材事業 5,942 15.5 7,041 14.4 18.5

合　　計 38,408 100.0 48,904 100.0 27.3

（IT人材事業）

  IT人材事業は、営業活動強化により稼働エンジニア数が増加し、高水準の稼働率を維持すること

ができました。

  この結果、売上高は7,041百万円（前連結会計年度比18.5％増）、セグメント利益は827百万円

（前連結会計年度比42.7％増）となりました。

②設備投資の状況

　当連結会計年度における設備投資の総額は1,361百万円であり、主なものは、クラウド事業に係るサ

ーバー機器等の取得に伴う工具、器具及び備品、当社東京オフィスの増床に伴う建物及び構築物、工

具、器具及び備品であります。

（注）有形固定資産、無形固定資産（のれん及び顧客関連資産を除く）への投資であります。

③資金調達の状況

　該当事項はありません。

④重要な組織再編等の状況

　当社は、2024年４月１日付で、当社を吸収合併存続会社、株式会社ラクスＨＲテックを吸収合併消

滅会社とする吸収合併を行いました。
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区　　分
第22期

(2022年３月期)

第23期

(2023年３月期)

第24期

(2024年３月期)

第25期

(当連結会計年度)

(2025年３月期)

売　 上 　高（百万円） 20,629 27,399 38,408 48,904

経　常　利　益（百万円） 1,595 1,677 5,610 10,218

親会社株主に帰属する
当期純利益（百万円）

1,078 1,274 4,185 8,003

１株当たり当期純利益（円) 5.95 7.03 23.10 44.18

総   資   産（百万円） 11,700 14,073 21,234 31,654

純   資   産（百万円） 8,617 9,548 13,347 21,977

区　　分
第22期

(2022年３月期)

第23期

(2023年３月期)

第24期

(2024年３月期)

第25期

(当事業年度)

(2025年３月期)

売　 上 　高（百万円） 15,793 21,299 30,776 40,629

経　常　利　益（百万円） 1,104 1,081 6,055 9,716

当 期 純 利 益（百万円） 787 780 4,834 7,980

１株当たり当期純利益（円) 4.35 4.31 26.68 44.05

総   資   産（百万円） 9,726 11,350 18,727 29,212

純   資   産（百万円） 7,470 7,900 12,336 20,942

（２）直前３事業年度の財産及び損益の状況

①企業集団の財産及び損益の状況

②当社の財産及び損益の状況
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会社名 資本金
当社の

議決権比率
事業内容

RAKUS Vietnam Co., Ltd. US$500,000 100％ クラウドサービスの受託開発

株式会社ラクスライトクラウド 18百万円 100％
クラウド型ソフトウエアサー
ビスの提供

株式会社ラクスパートナーズ 20百万円 100％ ITエンジニア派遣

（３）重要な子会社の状況

（注）１. 前連結会計年度末で連結子会社であった株式会社ラクスＨＲテックは、2024年４月１日付で

当社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。

２. 2025年４月９日付で連結子会社であるPT. Reformasi Kerja Solusiを設立いたしました。

（４）対処すべき課題

  インターネットは経済活動を支えるインフラとして不可欠なものとなっており、当社グループが提供

しているクラウドサービス及びITエンジニア派遣サービスは今後も需要が拡大するものと予測されま

す。

  一方で、一部事業領域では市場の成熟化が進行し、競争環境が厳しさを増す中で、当社グループが持

続的な成長を実現するためには、以下の課題への対応が重要であると認識しております。

①  成長サービスへの集中・強化

  クラウドサービス市場は今後も拡大が見込まれる一方、競合の増加や一部分野の成熟化が進行し

ており、事業ごとに成長余地に差が生じつつあります。

  このような環境下、当社では成長性の高いサービスへの経営資源の重点配分を進め、確実な市場

シェアの獲得と収益力の向上を図ってまいります。

②  サービスラインナップの拡充

  特定のサービスへの依存度が高い状態は、将来的な成長機会やリスク分散の観点で課題となり得

ます。

  当社は既存プロダクト群に加え、顧客の新たなニーズを捉えた新サービスの開発・導入、M&Aに

よるプロダクト獲得を推進し、事業ポートフォリオの多様化と持続的な売上成長の両立を目指して

まいります。

－ 9 －



③  営業・販売体制の強化

　拡大する市場で継続的な成長を実現するためには、営業活動の質と量の両面から強化が必要で

す。

  クラウド事業では、東京・大阪・札幌・名古屋・新潟・広島・福岡の７拠点（注）で営業活動を

行っており、今後も営業人員を増員し営業力を強化するとともに、パートナー企業や販売代理店と

の連携を強化することにより販路の拡大も図ってまいります。

  また、中長期的には、既存顧客に対しても自社プロダクトのクロスセル提案等により収益機会の

最大化に努めてまいります。

  IT人材事業は、派遣先での業務を通じてITエンジニアのキャリアアップを行い、提供するサービ

スの高付加価値化を行う事業であり、多くの案件を常に確保し、ITエンジニアの成長機会を提供す

ることが不可欠であります。そのため営業担当者が顧客のニーズを引き出し、最適なマッチングを

行うことで継続的な案件確保に努めてまいります。

（注）2025年４月７日付で静岡営業所を設立しており、本書提出日現在では８拠点となっておりま

す。

④  マーケティング戦略の高度化による認知度向上

　当社グループはこれまでインターネットやテレビ、雑誌への広告の掲載、展示会への出展や販売

代理店を通じて顧客を獲得してまいりました。提供する各サービスの顧客数を拡大し、企業価値の

向上を実現するには当社及びサービス名の認知度の向上が不可欠であると考えております。

  一方、現在行っているマーケティング戦略は、時間とともに陳腐化する可能性があります。

  引き続き、費用対効果を見極めながら、インターネットやテレビ、雑誌などマスメディアの活用

に加え、展示会への出展を推進いたします。また、オンライン・オフライン双方のチャネルを活用

しながら、データ分析に基づくマーケティング精度の向上に取り組み、ブランド認知度の向上と顧

客獲得効率の改善を図ってまいります。

⑤  開発力の強化

　クラウドサービス市場においてサービスの機能優位性を維持していくためには機能の改善・追加

をスピーディーかつ継続的に実施していく必要があります。

  当社グループでは、従来の国内、ベトナムでの開発に加え、2025年４月にはインドネシアに新た

な開発拠点を設立する等開発リソースの確保に注力しており、今後も開発リソースの最適化と技術

力の強化を進め、プロダクトの優位性維持と顧客満足度の向上を目指してまいります。
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⑥  人材の確保と育成

　当社グループの成長のためには優秀な人材を数多く確保することが不可欠であります。そのため

積極的な採用活動を継続することはもちろんのこと、労働市場において知名度の向上を図り採用力

の向上に努めてまいります。

　また、採用後も人的資本投資として研修制度やキャリア支援の充実、エンゲージメント向上施策

を推進し、組織の競争力向上を図ってまいります。

⑦  システムの安定性とセキュリティの確保

　当社グループは、インターネット上で顧客にサービスを提供しており、システムの安定稼働の確

保は必要不可欠であります。安定してサービスを提供していくため顧客の増加に合わせたサーバー

の増設等の設備投資を継続的に行い、システムの安定性の確保に努めてまいります。

　また、災害対策に加え、ISMS・PMS等の管理体制の強化を通じて、安定稼働と情報セキュリティ

リスクの低減を図ってまいります。

⑧  財務基盤の強化と資本効率の向上

　当社グループは、営業キャッシュ・フローの増加や成長投資による資本構成の変化を踏まえ、引

き続き財務の健全性を維持しながら、資本効率の向上にも取り組む方針です。

　EPSの持続的成長を最重要指標と位置付けつつ、中期経営目標の達成を図ってまいります。

⑨  ガバナンス・内部統制の強化

　組織の拡大とともに、経営の透明性やリスク管理体制の実効性確保がより重要となります。

　当社は、取締役会及び各種委員会の運営強化、内部監査機能の充実を通じて、健全かつ透明性の

高い経営体制の構築を推進してまいります。
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事業区分 主要な事業内容

ク ラ ウ ド 事 業 クラウドサービスに係る開発、販売、サポート

I T 人 材 事 業 ITエンジニアの派遣

大阪本店 　大阪市北区

東京本社 　東京都渋谷区

RAKUS Vietnam Co., Ltd. 　ベトナム国ホーチミン市

株式会社ラクスライトクラウド 　東京都渋谷区

株式会社ラクスパートナーズ 　東京都新宿区

（５）主要な事業内容（2025年３月31日現在）

（６）主要な営業所（2025年３月31日現在）

①当社の主要な営業所

②子会社

（注）１. 前連結会計年度末で連結子会社であった株式会社ラクスＨＲテックは、2024年４月１日付で

当社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。

２. 2025年４月９日付で連結子会社であるPT. Reformasi Kerja Solusiを設立いたしました。

－ 12 －



事業区分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

ク ラ ウ ド 事 業 1,849（134）名 330名増（５名減）

I T 人 材 事 業 1,069 （７）名 173名増（３名減）

全 社 （ 共 通 ） 168 （33）名 22名増（４名増）

合 計 3,086（174）名 525名増（４名減）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

1,907（165）名 375名増（３名増） 32歳７ヵ月 ２年11ヵ月

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 187百万円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 28百万円

（７）使用人の状況（2025年３月31日現在）

①企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社

グループへの出向者を含む。）であり、準正社員、契約社員、パート及び人材会社からの派

遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２. 全社（共通）として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属し

ているものであります。

②当社の使用人の状況

（注）　　使用人数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）

であり、準正社員、契約社員、パート及び人材会社からの派遣社員は（　）内に年間

の平均人員を外数で記載しております。

（８）主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

（９）その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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株主名 持株数 持株比率

中 村 崇 則 61,021,800株 33.7%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ）

13,855,300株 7.7%

井 上 英 輔 8,903,000株 4.9%

本 　 松 　 慎 一 郎 8,814,300株 4.9%

松 嶋 祥 文 7,995,100株 4.4%

浅 野 史 彦 7,000,000株 3.9%

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ）

5,575,600株 3.1%

公 手 真 之 2,230,200株 1.2%

ラ ク ス 従 業 員 持 株 会 2,075,700株 1.2%

小 川 典 嗣 2,020,000株 1.1%

２．会社の現況

（１）株式の状況（2025年３月31日現在）

①発行可能株式総数         320,000,000株

②発行済株式の総数         181,216,000株

③株主数                        16,272名

④大株主（上位10名）

（注）１．持株比率は自己株式（42,267株）を控除して計算しております。

２.日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数はすべて、信託業務に係る株式数

であります。

３．株式会社日本カストディ銀行の所有株式数はすべて、信託業務に係る株式数でありま

す。
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区分 株式数 交付対象者

取締役を兼務しない執行役員 3,254株 １名

⑤その他株式に関する重要な事項

　当社は、2024年６月21日開催の第24期定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ

ンセンティブを与えるとともに、取締役（社外取締役を除く）と株主の皆様との一層の価値共有を進める

ことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。

　また、当社は、2024年6月21日の取締役会において、当社の取締役を兼務しない執行役員に対し、次の

とおり、譲渡制限付株式を付与いたしました。

（２）新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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会社における地位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 中村　崇則

RAKUS Vietnam Co., Ltd. Chairman
株式会社ラクスライトクラウド　取締役
株式会社ラクスパートナーズ　取締役
株式会社ラクスみらい　取締役

取締役 本松　慎一郎 PT. Cipta Piranti Sejahtera Director

取締役 宮内　貴宏
 経営管理本部長

 経営管理本部　総務法務部　部長

取締役（社外） 荻田　健治 アンテロープ合同会社　代表社員

取締役（社外） 國本　行彦 株式会社Kips　代表取締役

取締役（社外） 斉藤　鈴華
株式会社Grooves　社外監査役
一般社団法人未来構想会議　理事
株式会社MAYA TECHNOLOGIES　社外取締役

常勤監査役 野島　俊宏

RAKUS Vietnam Co., Ltd. Auditor
株式会社ラクスパートナーズ　監査役
mjキャピタル株式会社　監査役
株式会社ラクスみらい　監査役

監査役（社外） 松岡　宏治

松岡会計事務所　代表　公認会計士・税理士
株式会社ロックウェーブ　社外取締役
朝日ライフサイエンス株式会社　社外監査役
アイサワ工業株式会社　社外監査役
株式会社アダチ　社外監査役
株式会社ドリームファクトリー　監査役
株式会社ハウスフリーダム　社外取締役監査等委員
バイオリサーチセンター株式会社　社外監査役

監査役（社外） 阿部　夏朗

 株式会社プラットフォームホールディングス

 代表取締役

 ANDB株式会社　取締役

SOEL株式会社　取締役
株式会社Plus Smile　取締役

（３）会社役員の状況

①取締役及び監査役の状況

（2025年３月31日現在）

（注）１. 取締役　荻田健治氏、國本行彦氏及び斉藤鈴華氏は社外取締役であります。

２. 監査役　松岡宏治氏及び阿部夏朗氏は社外監査役であります。

３. 常勤監査役　野島俊宏氏及び監査役　松岡宏治氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有しております。
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・常勤監査役　野島俊宏氏は、長年にわたり当社の取締役経理財務部長として、経理財務業

務に携わってきた経験があります。

・監査役　松岡宏治氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。

４. 監査役　阿部夏朗氏は、経営者として幅広い知識と豊富な経験があります。

５. 当社は、取締役　荻田健治氏、國本行彦氏及び斉藤鈴華氏、監査役　松岡宏治氏及び阿部夏

朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま

す。

６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契

約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約は、当社及び子会

社の取締役、監査役、執行役員等（退任役員を含みます。）がその職務の執行に関し、責任

を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償

金、争訟費用等の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。ただし、被保

険者の犯罪行為等に起因する損害等は填補対象外とすることにより、役員の職務の執行の適

正性が損なわれないための措置を講じています。

②取締役及び監査役の報酬等

ａ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2024年６月21日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

を決議しております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法

及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、

当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

イ．基本報酬に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、その総枠について株主総会の承認を得たうえで、世間水準及び会社

業績や役員の業務評価、従業員給与とのバランス等を考慮して個別の報酬は取締役会で決定しま

す。

ロ．業績連動報酬等に関する方針

　　業績連動報酬等は支給しないものとします。
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ハ．非金銭報酬等に関する方針

①業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社指定の

基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額とします。

②上記①の他、金銭に非ざる報酬として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ

を与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役（社外取締役を

除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬を付与するものとします。各対象取締役に割り当てる株式

の数又は金銭報酬債権の額については、株主総会で決議された枠内で、譲渡制限付株式報酬制度

の目的、各対象取締役の役位及び職責の範囲その他諸般の事情を勘案したうえで、原則として毎

年１回、一定の時期に付与します。また、当該譲渡制限付株式の交付期日から、当社の取締役そ

の他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの間、当該譲渡制限付株式について

譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとします。ただし、当該退任又は退

職した直後の時点が、本割当株式の割当てを受けることとなる日の属する事業年度経過後３か月

を経過した日よりも前の時点である場合には、譲渡制限期間の終期について、合理的な範囲で調

整することができることとします。

ニ．報酬等の割合に関する方針

取締役の報酬限度額は、年額200百万円以内とします。また、金銭に非ざる報酬の限度額は、年

額50百万円以内とします。

ホ．報酬等の付与時期や条件に関する方針

月額報酬は、年額を12で除した額を基準とし、取締役の月額報酬の支給日は毎月25日とします。

ヘ．報酬等の決定の委任に関する事項

取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役

社長　中村崇則であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた報酬限度額と

「役員報酬に関する内規」に基づくものとします。また、取締役に対する報酬の決定に当たって

は、代表取締役社長中村崇則は、指名報酬委員会の審議を経たうえで、その意見を尊重するもの

とします。
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区　　分 報酬等の総額

報酬等の種類別の総額
対象となる

役員の員数基本報酬
非金銭

報酬等

取　締　役

（うち社外取締役）

81百万円

(６百万円)

77百万円

(６百万円)

３百万円

(－)

６名

(３名)

監　査　役

（うち社外監査役）

９百万円

(４百万円)

９百万円

(４百万円)

－

(－)

３名

(２名)

合　　　計

（うち社外役員）

90百万円

(11百万円)

86百万円

(11百万円)

３百万円

(－)

９名

(５名)

ｂ．取締役及び監査役の報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬限度額は、2007年６月28日開催の第７期定時株主総会において年額200百万円

以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は５名です。ま

た、取締役に対する当社所定の基準に基づく社宅使用料を徴収したうえで業務を執行する事

業所等へ通勤可能な社宅の提供及び取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の

付与のための報酬限度額は、2024年6月21日開催の第24期定時株主総会において、金銭に非

ざる報酬の限度額として年額50百万円以内、譲渡制限付株式として付与する当社普通株式の

上限を年50,000株以内と決議頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は

６名（うち社外取締役は３名）です。

　　　２. 監査役の報酬限度額は、2019年６月21日開催の第19期定時株主総会において年額100百万円以

内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

　　　３. 非金銭報酬等の内容は業務を執行する事務所等へ通勤可能な社宅の提供であり、当該社宅賃

料から当社指定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を金銭に非ざる報酬額とし

ます。

　　　４．取締役の個人別の報酬等の内容については取締役会において決定しております。なお、決定

にあたっては、株主総会で定められた報酬限度額と「役員報酬に関する内規」に基づくもの

とします。

　　　５．当社は、取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公平性・透明性・客観性を確保す

るため、2023年６月23日付で取締役会の諮問に応じて、代表取締役社長及び取締役の選任・

解任、取締役の個人別の報酬額について審議を行い、取締役会に対して答申を行う任意の指

名報酬委員会を設置しております。当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責

の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため、取締役の個人別の報酬の額は、取

締役会決議による委任を受けて代表取締役社長　中村崇則が決定しておりますが、指名報酬

委員会による多角的検討を経ていることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使さ

れるための措置が講じられています。
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③社外役員に関する事項

ａ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役　荻田健治氏は、アンテロープ合同会社の代表社員であります。当社とアンテロープ合

同会社との間には特別の関係はありません。

・取締役　國本行彦氏は、株式会社Kipsの代表取締役であります。当社と株式会社Kipsとの間に

は、当社の提供するクラウドサービス利用等の取引関係があります。

・取締役　斉藤鈴華氏は、株式会社Groovesの社外監査役、一般社団法人未来構想会議の理事及び

株式会社MAYA TECHNOLOGIESの社外取締役であります。当社とこれらの兼職先との間には特別の

関係はありません。

・監査役　松岡宏治氏は、松岡会計事務所の代表、株式会社ハウスフリーダムの社外取締役監査

等委員、株式会社ロックウェーブの社外取締役、朝日ライフサイエンス株式会社の社外監査

役、アイサワ工業株式会社の社外監査役、株式会社アダチの社外監査役、株式会社ドリームフ

ァクトリーの監査役及びバイオリサーチセンター株式会社の社外監査役であります。当社とこ

れらの兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役　阿部夏朗氏は、株式会社プラットフォームホールディングスの代表取締役、ANDB株式

会社の取締役、SOEL株式会社の取締役及び株式会社Plus Smileの取締役であります。当社と株

式会社プラットフォームホールディングス及びANDB株式会社との間には、当社の提供するクラ

ウドサービス利用等の取引関係があります。当社とSOEL株式会社及び株式会社Plus Smileとの

間には特別の関係はありません。
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活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役　荻田健治

当事業年度に開催された取締役会23回の全てに出席いたしました。主

に経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、従来の枠組みにと

らわれることのない視点から、当社の経営の監督と経営全般の助言・

提言を行っております。また、上記のほか、指名報酬委員会の委員長

を務め、当事業年度開催の当該委員会４回全てに出席し、委員長とし

て高いリーダシップをもって議事運営等を行っております。

取締役　國本行彦

当事業年度に開催された取締役会23回の全てに出席いたしました。主

に経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、従来の枠組みにと

らわれることのない視点から、当社の経営の監督と経営全般の助言・

提言を行っております。

取締役　斉藤鈴華

当事業年度に開催された取締役会23回の全てに出席いたしました。主

に弁護士としての専門的見地から、当社の意思決定の妥当性を確保す

るための助言、提言を行っております。

監査役　松岡宏治

当事業年度に開催された取締役会23回、監査役会13回の全てに出席い

たしました。出席した取締役会及び監査役会において、主に財務・会

計等に関し、公認会計士及び税理士としての専門的見地から適宜発言

を行っております。

また、上記のほか、当事業年度中に指名報酬委員会の委員に就任し、

就任以降開催の当該委員会１回全てに出席し、独立した客観的な立場

から経営陣の監督に努めております。

監査役　阿部夏朗

当事業年度に開催された取締役会23回、監査役会13回の全てに出席い

たしました。出席した取締役会において、必要に応じ、主に経営者と

しての豊富な経験と幅広い知識で、取締役会の意思決定の妥当性・適

正性を確保するための発言を行っております。また、出席した監査役

会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項に

ついて必要な発言を適宜行っております。また、上記のほか、指名報

酬委員会の委員を務め、当事業年度開催の当該委員会４回全てに出席

し、独立した客観的な立場から経営陣の監督に努めております。

ｂ．当事業年度における主な活動状況

ｃ．責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額と

しております。
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上

の利益の合計額
34百万円

（４）会計監査人の状況

①名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

②報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当

事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算

出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等

の額について同意の判断をいたしました。

３. 当社の重要な子会社である、RAKUS Vietnam Co., Ltd.は、当社の会計監査人以外の公認会

計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査

を受けております。

③非監査業務の内容

　当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である財

務デューデリジェンス業務等についての対価を支払っております。

④会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株

主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役

全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後

最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

　なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会

はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
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（５）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　当社は、「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」というミッションのもと、その実現を通

じて社会の発展に貢献するとともに、企業価値の向上及び恒久的成長を目指し、効率的かつ適法な企業

体制を作りあげます。

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ａ．法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、「不祥事件対応及び内部通報規

程」を定める。通報者の秘密管理性を確保し、通報者が不利益を被らないよう厳格な措置を講じ

る。

ｂ．取締役会が取締役の職務執行を監督するために、取締役は、業務執行状況を定期的に取締役会に

報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視、監督する。

ｃ．取締役の職務執行状況は、「監査役監査基準」及び「監査計画」に従い、社外監査役を含む監査

役の監査を受ける。

ｄ．コンプライアンス意識の徹底・向上を図るための方策として、取締役、監査役及び従業員を対象

とした、コンプライアンスの基本や業務上必須な情報管理等に関するｅラーニング及び研修会を

実施し、継続的な教育・普及活動を行う。

ｅ．取締役及び従業員が法令及び定款を遵守することはもとより、高い倫理観を持って事業活動を行

う企業風土を構築するため、「倫理規程」及び「コンプライアンス規程」を定める。

ｆ．社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係機関との連携を含

め会社全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。

ｇ．内部監査人は、法令、定款及び諸規程等に基づき適切な業務が行われているか監査を行う。
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②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」を含む社内規程に従い、書

面（電磁的記録含む）により作成、保管、保存するとともに、取締役、監査役による閲覧、謄写に供

する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ａ．リスク管理の基本事項を定めた「リスク管理規程」に従い、各リスクについて網羅的、体系的な

管理を実施する。

ｂ．リスク情報等については、各部門責任者により取締役会に対して報告を行う。

ｃ．不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長の指揮下に対策本部を設置し、必要に応じて顧

問弁護士事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、損失・被害等の拡大を

最小限にとどめる体制を整える。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、「取締役会規則」を遵守し、月１回

の取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する。

ｂ．経営目標、中長期経営計画に基づく各部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差

異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。

ｃ．意思決定の迅速化のため、「組織規程」「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程を

整備し、役割、権限、責任を明確にする。

ｄ．職務権限を越える案件については、主管部門の専門的意見を反映させたうえで、代表取締役社長

及び担当役員の合議により決裁する稟議制度を運営する。

－ 24 －



⑤当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

ａ．子会社は、「関係会社管理規程」に定める協議承認事項・報告事項については、当社への報告、

承認を求めるとともに、定期的に業務進捗報告を実施し、経営管理情報・危機管理情報の共有を

図りながら、業務執行体制の適正を確保する。

ｂ．子会社は、当社の内部監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締

役社長に報告を行う。

ｃ．子会社担当取締役は、子会社の損失の危険の発生を把握した場合、直ちにその内容、発生する損

失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告を行う。

ｄ．グループ内における取締役及び従業員の法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制

として、当社及び子会社にグループ内部通報窓口を設置し、体制の整備を行う。

ｅ．当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断す

るとともに、反社会的勢力及び団体からの要求に対しては、毅然とした対応を行う。また、警察

や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、引き続き反社会的勢力を排除するた

めの体制の整備を推進する。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び

その使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに指示の実効性に関する事項

ａ．監査役会が必要とした場合、監査役の職務を補助するための監査役補助使用人を置くものとし、

その人選については監査役会との間で協議する。

ｂ．監査役補助使用人に対する指示の実効性を確保するため、必要な知識・能力を備えた補助使用人

を確保する。

ｃ．監査役補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役補助使用人は取締役の指揮、命

令を受けないものとし、当該期間中の任命、異動、評価、解任等については監査役会の同意を得

る。
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⑦監査役への報告に関する体制

ａ．当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

イ．監査役は、取締役会の他、必要に応じて、一切の社内会議に出席する権限を有する。

ロ．監査役の要請に応じて、取締役及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内部監

査室は内部監査の結果を報告する。

ハ．取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼ

す恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告する。

ｂ．子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当

社の監査役に報告するための体制

　当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、当社及び子会社に著しい損

害を及ぼす恐れのある事項を発見したときは、直ちに当社の監査役へ報告する。

⑧前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体

制

　監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行

うことを禁止し、「不祥事件対応及び内部通報規程」で定める通報者の保護に基づき、当該報告をした

者の保護を行う。

⑨監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役の職務執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、監査役から前払い又は償還等の請求

があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合

を除き、所定の手続きに従い、これに応じる。

⑩その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ａ．社外監査役として、企業経営に精通した経験者・有識者や公認会計士等の有資格者を招聘し、代表

取締役社長や取締役等、業務を執行する者からの独立性を保持する。

ｂ．監査役は、内部監査室と緊密な連携を保ち、必要に応じて、内部監査室に調査を依頼することがで

きる。

ｃ．監査役は、代表取締役社長との定期的な会議を開催し、意見や情報交換が行える体制とする。

ｄ．監査役、内部監査室及び会計監査人は、監査結果等の情報・意見交換や協議を適宜行う等、相互連

携を図る体制とする。
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⑪業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり

ます。

ａ．法令遵守及び取締役の職務の執行について

　「取締役会規則」に基づき、取締役会は月１回、臨時取締役会は必要に応じて開催し、法令又は

定款に定められた事項及び重要な業務執行に関する事項について意思決定を行うとともに、取締役

の職務執行の監督を行っております。また、法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行

うため、「不祥事件対応及び内部通報規程」を定め、法令違反等について、報告のできる窓口を社

外にも設けております。

ｂ．リスク管理体制

　当社は、「リスク管理規程」に基づき、各リスクについて網羅的、体系的な管理を実施しており

ます。また、リスク情報等については、各部門責任者より取締役会に報告されております。

ｃ．子会社管理体制

　子会社の管理につきましては、当社の取締役及び監査役又は社員を、子会社の取締役又は監査役

として派遣し、業務の適正の確保を図っております。また、「関係会社管理規程」に基づき、子会

社における重要な経営情報については、適宜当社に報告されております。

ｄ．監査役の監査体制

　当社の監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されています。監査役会は当事業年

度において13回開催し、常勤監査役は、取締役会のほか、社内の重要な会議に出席して情報収集に

努め、取締役の職務執行が法令・定款、社内規程等に違反していないか等を検証しております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の数値について、金額を切り捨てて表示しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）

流 動 資 産 19,296 流 動 負 債 9,462

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

顧 客 関 連 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

11,368

7,212

746

△29

12,357

2,095

312

1,782

3,405

1,363

1,922

120

6,856

3,877

1,233

1,705

74

△33
　

買 掛 金 5

1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

216

未 払 金 2,309

未 払 費 用 1,778

未 払 法 人 税 等 2,736

未 払 消 費 税 等 1,191

契 約 負 債 1,071

そ の 他 153

固 定 負 債 213

長 期 未 払 費 用 163

預 り 保 証 金 50

負 債 合 計 9,676

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 20,949

資 本 金 378

資 本 剰 余 金 314

利 益 剰 余 金 20,259

自 己 株 式 △2

その他の包括利益累計額 1,028

その他有価証券評価差額金 994

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 3

為 替 換 算 調 整 勘 定 29

純 資 産 合 計 21,977

資 産 合 計 31,654 負 債 純 資 産 合 計 31,654

連 結 貸 借 対 照 表

（2025年３月31日現在）
（単位：百万円）
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( 2024年４月１日から
2025年３月31日まで )

科 目 金 額

売 上 高 48,904

売 上 原 価 12,594

売 上 総 利 益 36,310

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 26,117

営 業 利 益 10,192

営 業 外 収 益

受 取 利 息 6

為 替 差 益 12

受 取 補 償 金 0

助 成 金 収 入 7

そ の 他 2 28

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2

そ の 他 0 2

経 常 利 益 10,218

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2 2

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 10,216

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,326

法 人 税 等 調 整 額 △1,113 2,212

当 期 純 利 益 8,003

親会社株主に帰属する当期純利益 8,003

連 結 損 益 計 算 書

（単位：百万円）
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( 2024年４月１日から
2025年３月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 378 308 12,681 △1 13,365

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △425 △425

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

8,003 8,003

自 己 株 式 の 取 得 △1 △1

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 6 0 6

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － 6 7,578 △0 7,583

当 期 末 残 高 378 314 20,259 △2 20,949

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ
損　　　益

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益

累計額合計

当 期 首 残 高 △48 1 29 △18 13,347

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △425

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

8,003

自 己 株 式 の 取 得 △1

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 6

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

1,043 2 0 1,046 1,046

当 期 変 動 額 合 計 1,043 2 0 1,046 8,630

当 期 末 残 高 994 3 29 1,028 21,977

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

（１）連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況

　・連結子会社の数 ３社

　・主要な連結子会社の名称 RAKUS Vietnam Co., Ltd.

　株式会社ラクスライトクラウド

　株式会社ラクスパートナーズ

　・連結の範囲の変更 当連結会計年度において、当社を吸収合併存続会社、当社の連結

子会社であった株式会社ラクスＨＲテックを吸収合併消滅会社と

する吸収合併を行ったため、株式会社ラクスＨＲテックを連結の

範囲から除外しております。

②非連結子会社の状況

　・非連結子会社の数 １社

　・主要な非連結子会社の名称 株式会社ラクスみらい

　・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、

連結の範囲から除外しております。

（２）持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

　該当事項はありません。

②持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

　・主要な会社等の名称 株式会社ラクスみらい

　・持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社は小規模であり、当期純損

益及び利益剰余金等からみて、持分法の対象から除いても連結計

算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しております。

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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（４）会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

ａ．その他有価証券の評価基準及び評価方法

市場価格のない

株式等以外のもの　　………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し売却原価は移動

平均法により算定）

市場価格のない株式等………移動平均法による原価法

ｂ．デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　………時価法によっております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

ａ．有形固定資産　　　　………定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　　５年

工具、器具及び備品　　　　　５年～６年

ｂ．無形固定資産　　　　………定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

のれん　　　　　　　　　　　８年～９年

顧客関連資産　　　　　　　　15年

ソフトウエア（自社利用）　　５年

③重要な引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しております。ただし、一部の子

会社については、法人税法の規定に基づく法定繰入率を適用してお

ります。

賞与引当金　　　　　　　………一部の子会社については支給額が確定していないため、支給見込額

のうち当連結会計年度に負担すべき額を賞与引当金として計上して

おります。
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④収益及び費用の計上基準

　当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

ａ．クラウド事業

　クラウド事業においては、主にクラウド方式によるシステムの販売や保守の提供を行っており

ます。このようなサービスの販売については、サービス導入までに係る初期費用はサービス提供

開始時点で、その後の利用料は提供期間にわたって、収益を認識しております。

ｂ．IT人材事業

　IT人材事業においては、ITエンジニアに特化した正社員派遣サービスを提供しております。こ

のようなサービスの提供については、派遣エンジニアによる労働力の提供に応じて当該履行義務

が充足されることから、派遣期間における稼働実績に応じて、各月の収益を認識しております。

　なお、当社グループの取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要

な金融要素は含まれておりません。

⑤重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘

定に含めて計上しております。

⑥重要なヘッジ会計の方法

ａ．ヘッジ会計の方法

　外貨建予定取引に係る為替予約については、繰延ヘッジ処理によっております。

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　　　………為替予約

ヘッジ対象　　　　………外貨建予定取引

ｃ．ヘッジ方針

　社内規程に定めた管理方針、主管部署、利用目的、実施基準に基づき、為替変動リスクをヘッ

ジしております。

ｄ．ヘッジの有効性評価の方法

　外貨建予定取引に係る為替予約に関しては、重要な条件の同一性を確認し、有効性を評価して

おります。
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株式の種類
当連結会計年度期首

株式数（株）

当連結会計年度増加

株式数（株）

当連結会計年度減少

株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

普通株式 181,216,000 － － 181,216,000

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数（株）

当連結会計年度増加

株式数（株）

当連結会計年度減少

株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

普通株式 1,966 43,555 3,254 42,267

決 議 株 式 の 種 類
配当金の総額

(百万円)

１ 株 当 た り

配 当 額 ( 円 )
基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 4年６月2 1日

定 時 株 主 総 会
普 通 株 式 425 2.35 2024年３月31日 2024年６月24日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（百万円）

１ 株 当 た り

配 当 額 ( 円 )
基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5年６月2 0日

定 時 株 主 総 会
普通株式 利益剰余金 815 4.50 2025年３月31日 2025年６月23日

２．連結貸借対照表に関する注記

　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　1,954百万円

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（１）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

（２）自己株式に関する事項

 (注) 変動事由の概要

増加数の内訳は、取締役会決議に基づく自己株式の無償取得による増加43,000株、単元未満株式の買

取りによる増加555株であります。

減少数の内訳は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であります。

　（３）剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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４．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

　当社グループは、運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、

不足分について必要な資金は銀行借入によって調達する方針であります。また、資金運用については、

短期的な預金等に限定しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用して

おり、実需の範囲で行う方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク

　現金及び預金は、海外事業を展開していることから、外貨建て預金を保有しているため、為替の変動

リスクに晒されております。

　営業債権である売掛金は、顧客及び回収代行業者等の信用リスクに晒されております。

　賃貸物件において預託している差入保証金については、取引先企業等の信用リスクに晒されておりま

す。

　投資有価証券は、その他有価証券であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されており

ます。

　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。また、一部

外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約を利

用してヘッジしております。

　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物

為替予約取引であります。

　なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法については、「１．

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（３）会計方針に関する事項⑥重要

なヘッジ会計の方法」に記載しております。
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③金融商品に係るリスク管理体制

a．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権及び差入保証金について、取引先ごとに債権の

期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお

ります。

　デリバティブ取引はデリバティブ管理規程に基づき、主要取引金融機関とのみ取引を行っており

ます。

b．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）

　当社グループは、外貨建ての現金及び預金並びに外貨建ての営業債権債務について、取締役会の

監督の下、モニタリングを行っております。また、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクを

軽減するために、先物為替予約取引を行っております。デリバティブ取引については、デリバティ

ブ管理規程に則って執行・管理されております。当該規程には、利用目的・取扱商品・決済承認手

続・主管部署内での業務分掌・報告体制等が明記されております。また、取引残高・損益状況につ

いては、取締役会に定期的に報告しております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や

取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

c．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、管理部門が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等に

より流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券（＊２）
　その他有価証券 2,542 2,542 －

差入保証金 1,233 938 △294

デリバティブ取引(＊１) 5 5 －

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 1,335

（２）金融商品の時価等に関する事項

　2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、現金は注記を省略しており、預金、売掛金及び未払金は短期間で決済されるため時価が

帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(単位：百万円)

（＊１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、△で示しております。

（＊２）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照

表計上額は以下のとおりです。

(単位：百万円)

（３）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま

す。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券 2,542 － － 2,542

デリバティブ取引 － 5 － 5

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 938 － 938

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（単位：百万円）

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、

その時価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定

し、レベル２の時価に分類しております。

差入保証金

　将来キャッシュ・フロー（資産除去債務の履行により最終的に回収が見込めない金額控除後）を

返還見込までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値によって算定しており、

レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント
合計

クラウド事業 IT人材事業

楽楽精算

楽楽明細

楽楽販売

メール配信

メールディーラー

IT人材

その他

17,348

9,966

5,517

3,687

3,103

－

2,238

－

－

－

－

－

7,041

－

17,348

9,966

5,517

3,687

3,103

7,041

2,238

顧客との契約から生じる収益 41,862 7,041 48,904

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 41,862 7,041 48,904

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 5,702 7,212

契約負債 901 1,071

５．収益認識に関する注記

（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

に関する注記等（４）会計方針に関する事項④収益及び費用の計上基準」に記載しております。

（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

　契約負債は主に、サービス提供前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債の

契約負債に含まれております。

　顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりです。

（単位：百万円）

　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた額は、813百万円です。
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（１）１株当たり純資産額 121円31銭

（２）１株当たり当期純利益 44円18銭

②残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループは、残存履行義務に配分した取引価格について、当初に予想される契約期間が１年を超

える重要な契約がないため、記載を省略しております。

６．１株当たり情報に関する注記

７．企業結合に関する注記

（連結子会社の吸収合併）

　当社は、2024年２月13日開催の取締役会において、当社の特定子会社かつ完全子会社である株式会社ラ

クスＨＲテックを吸収合併することを決議し、同日付で合併契約を締結し、2024年４月１日付で吸収合併

を行いました。

（１）企業結合の概要

①被結合企業の名称及び事業の内容

　被結合企業の名称 　　　株式会社ラクスＨＲテック

　事業の内容 　　　　　　クラウド型ソフトウエアサービスの提供

②企業結合日

　2024年４月１日

③企業結合の法的形式

　当社を吸収合併存続会社とし、株式会社ラクスＨＲテックを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式で

あります。

④結合後企業の名称

　株式会社ラクス

⑤企業結合の目的

　当社は、企業の業務効率化に貢献する複数のクラウドサービスをポートフォリオ管理することで、高

い売上高成長と利益の創出を同時に実現しております。当社のクラウド型勤怠管理システム「楽楽勤

怠」と株式会社ラクスＨＲテックの同事業を統合し、経営資源の最適化を行うことで、より速い市場シ

ェアの拡大につながると判断し、同社を吸収合併することといたしました。

（２）実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日)に基づき、共通支

配下の取引として処理しております。
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８．重要な後発事象に関する注記

（投資有価証券の売却）

　当社は、2025年３月14日開催の取締役会において、当社が保有する株式会社カオナビの普通株式全てに

ついて、Keystone Investment Holdings, L.P.が実施する公開買付（以下「本公開買付」）に応募するこ

とを決議いたしました。本公開買付は2025年３月31日に終了し、当社の応募株式の全てが買付けられるこ

ととなりました。

　これにより、2026年３月期第１四半期連結会計期間において、投資有価証券売却益1,491百万円を特別

利益として計上いたします。

（自己株式の取得及び消却）

　当社は、2025年５月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条

の規定に基づき自己株式を消却することを決議いたしました。

（１）自己株式の取得及び消却を行う理由

　資本効率の改善及び株主還元を目的として、株式会社カオナビの株式売却対価を原資とした自己株式

取得を実施いたします。また、取得した株式については原則消却することを方針とし、その方針に基づ

き自己株式の消却を行うものです。

（２）取得に係る事項の内容

①取得する株式の種類　　　当社普通株式

②取得し得る株式の総数　　120万株（上限）

　　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.66％）

③株式の取得価額の総額　　20億円（上限）

④取得期間　　　　　　　　2025年５月15日から2025年６月13日まで

⑤取得方法　　　　　　　　①自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による市場買付け

　　　　　　　　　　　　　②取引一任契約に基づく立会取引市場における市場買付け
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（３）消却に係る事項の内容

①消却する株式の種類　　　当社普通株式

②消却する株式の数　　　　上記２により取得する自己株式の全数

③消却予定日　　　　　　　2025年６月30日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（注）本連結計算書類中の記載金額は、表示単位未満の数値について、金額を切り捨てて表示しておりま

す。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

顧 客 関 連 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

長 期 前 払 費 用

破 産 更 生 債 権 等

貸 倒 引 当 金
　

15,851

8,769

6,361

565

179

△24

13,360

2,028

268

1,760

3,262

1,227

1,922

113

8,069

3,877

1,556

50

1,075

1,477

30

32

△32
　

（ 負  債  の  部 ）

流 動 負 債 8,116

買 掛 金 5

1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

216

未 払 金 2,161

未 払 費 用 1,438

未 払 法 人 税 等 2,406

未 払 消 費 税 等 977

契 約 負 債 790

預 り 金 94

そ の 他 25

固 定 負 債 152

長 期 未 払 費 用 152

負 債 合 計 8,269

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 19,943

資 本 金 378

資 本 剰 余 金 314

資 本 準 備 金 308

そ の 他 資 本 剰 余 金 6

利 益 剰 余 金 19,253

そ の 他 利 益 剰 余 金 19,253

  繰 越 利 益 剰 余 金 19,253

自 己 株 式 △2

評 価 ・ 換 算 差 額 等 998

その他有価証券評価差額金 994

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 3

純 資 産 合 計 20,942

資 産 合 計 29,212 負 債 純 資 産 合 計 29,212

貸  借  対  照  表

（2025年３月31日現在）

（単位：百万円）
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( 2024年４月１日から
2025年３月31日まで )

科 目 金 額

売 上 高 40,629

売 上 原 価 7,548

売 上 総 利 益 33,081

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 24,163

営 業 利 益 8,917

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4

受 取 配 当 金 801

助 成 金 収 入 6

そ の 他 0 813

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2

為 替 差 損 11 14

経 常 利 益 9,716

特 別 利 益

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 36 36

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2 2

税 引 前 当 期 純 利 益 9,750

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,831

法 人 税 等 調 整 額 △1,061 1,770

当 期 純 利 益 7,980

損　益　計　算　書

（単位：百万円）
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( 2024年４月１日から
2025年３月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計資本準備金

その他資本
剰 余 金

その他利益
剰 余 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 378 308 － 11,699 △1 12,384

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △425 △425

当 期 純 利 益 7,980 7,980

自 己 株 式 の 取 得 △1 △1

譲渡制限付株式報酬 6 0 6

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 6 7,554 △0 7,559

当 期 末 残 高 378 308 6 19,253 △2 19,943

評 価 ･ 換 算 差 額 等

純資産合計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △48 1 △47 12,336

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △425

当 期 純 利 益 7,980

自 己 株 式 の 取 得 △1

譲渡制限付株式報酬 6

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

1,043 2 1,046 1,046

当 期 変 動 額 合 計 1,043 2 1,046 8,605

当 期 末 残 高 994 3 998 20,942

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①関係会社株式及び

関係会社出資金      ………移動平均法による原価法によっております。

②その他有価証券

市場価格のない

株式等以外のもの　…………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し売却原価は移動平

均法により算定）

市場価格のない株式等………移動平均法による原価法

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　　………時価法によっております。

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産        ………定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物                ５年

工具、器具及び備品  ５年～６年

②無形固定資産        ………定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

のれん　　　　　　　　　　　９年

顧客関連資産　　　　　　　　15年

ソフトウエア（自社利用）　　５年

（４）引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。
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（５）収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行

義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　クラウド事業においては、主にクラウド方式によるシステムの販売や保守の提供を行っておりま

す。このようなサービスの販売については、サービス導入までに係る初期費用はサービス提供開始時

点で、その後の利用料は提供期間にわたって、収益を認識しております。

　なお、当社の取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融

要素は含まれておりません。

（６）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

（７）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

外貨建予定取引に係る為替予約については、繰延ヘッジ処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段        ………為替予約

ヘッジ対象        ………外貨建予定取引

③ヘッジ方針

社内規程に定めた管理方針、主管部署、利用目的、実施基準に基づき、為替変動リスクをヘッジ

しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

外貨建予定取引に係る為替予約に関しては、重要な条件の同一性を確認し、有効性を評価してお

ります。
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（１）有形固定資産の減価償却累計額 1,825百万円

    短期金銭債権 120百万円

    短期金銭債務 42百万円

    短期金銭債務 2百万円

（１）関係会社との取引高

営業取引高 679百万円

株式の種類
当事業年度期首

株式数（株）

当事業年度増加

株式数（株）

当事業年度減少

株式数（株）

当事業年度末

株式数（株）

普通株式 1,966 43,555 3,254 42,267

２．貸借対照表に関する注記

（２）関係会社に対する金銭債権債務

（３）取締役に対する金銭債務

３．損益計算書に関する注記

（２）抱合せ株式消滅差益

　当社の連結子会社であった株式会社ラクスＨＲテックを吸収合併したことに伴い、抱合せ株式消滅差

益を特別利益として計上しております。

４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式に関する事項

 (注) 変動事由の概要

増加数の内訳は、取締役会決議に基づく自己株式の無償取得による増加43,000株、単元未満株式の買

取りによる増加555株であります。

減少数の内訳は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であります。
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 繰延税金資産

 未払賞与 346百万円

 未払法定福利費 51百万円

 貸倒引当金 17百万円

 減価償却費超過額 558百万円

 資産除去債務 116百万円

 未払事業税 142百万円

 関係会社株式評価損 31百万円

 資産調整勘定 696百万円

 投資有価証券売却益（注） 456百万円

 その他 203百万円

 繰延税金資産小計 2,621百万円

 評価性引当額 △99百万円

 繰延税金資産合計 2,521百万円

 繰延税金負債

 企業結合により識別された無形資産 △604百万円

 その他有価証券評価差額金 △438百万円

 繰延ヘッジ損益 △1百万円

 繰延税金負債合計 △1,044百万円

 繰延税金資産の純額 1,477百万円

（１）１株当たり純資産額 115円59銭

（２）１株当たり当期純利益 44円05銭

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　　（注）税務上と会計上の売却益の認識時期相違によるものです。

６．収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　５．収益認識

に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

７．１株当たり情報に関する注記
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８．企業結合に関する注記

　連結注記表の「７．企業結合に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま

す。

９．重要な後発事象に関する注記

　連結注記表の「８．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略して

おります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（注）本計算書類中の記載金額は、表示単位未満の数値について、金額を切り捨てて表示しております。
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指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鈴 木 重 久

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 久 保 田 裕

独立監査人の監査報告書
2025年５月15日

株式会社ラクス

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　大阪事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ラクスの2024年４月１日から2025年３月31日までの
連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社ラクス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結
計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び
査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鈴 木 重 久

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 久 保 田 裕

独立監査人の監査報告書
2025年５月15日

株式会社ラクス

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　大阪事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ラクスの2024年４月１日から2025年３月31日
までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当
該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するため
に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示す
る必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者
の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じて
いる場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報
告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第25期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各
監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ

か、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監

査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で
監査を実施いたしました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項
及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説
明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が
適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(１）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業

報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月16日

　　　　　　　　　　　　　株式会社ラクス　監査役会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤監査役　　　野島俊宏　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社外監査役　　　松岡宏治　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社外監査役　　　阿部夏朗　　㊞

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としな

がら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

（１）配当財産の種類

金銭といたします。

（２）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金４円50銭といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は815,281,798円となります。

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月23日といたしたいと存じます。
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現 行 定 款 変 更 案

（目的）

第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

　１.～10. （条文省略）

　　　　　 （新　　設）

　11.　　  （条文省略）

（目的）

第２条　　  （現行どおり）

　１.～10.　（現行どおり）

　11.各種事務および営業等の代行に関する業務

　12.　　　 （現行どおり）

第２号議案　定款一部変更の件

　　１．提案の理由

　　　　当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条の目的事項の

　　　追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

　　２．変更の内容

　　　　変更の内容は、以下のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）
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候 補 者

番 号

ふ　り　が　な

氏　　名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社

の 株 式 数

１

なか

中

 

　
むら

村

 

　
たか

崇

 

　
のり

則

（1973年１月27日）

2000年11月 当社設立

2000年11月 当社代表取締役社長（現任）

2014年５月 RAKUS Vietnam Co., Ltd. Chairman

（現任）

2018年２月 株式会社ラクスライトクラウド

取締役（現任）

2018年３月 株式会社ラクスパートナーズ

取締役（現任）

2021年７月　株式会社ラクスみらい

　　　　　　取締役（現任）

61,021,800株

２

もと

本

 

　
まつ

松

 

　
しん

慎

 

　
いち

一

 

　
ろう

郎

（1974年３月３日）

2001年４月 当社入社

2021年６月 当社取締役（現任）

2024年12月 PT. Cipta Piranti Sejahtera Director

　　　　　　（現任）

8,814,300株

３

みや

宮

 

　
うち

内

 

　
たか

貴

 

　
ひろ

宏

（1968年５月22日）

2013年３月 当社入社

2023年６月 当社取締役（現任）
52,700株

（担当）

経営管理本部長兼法務部長

第３号議案　取締役６名選任の件

　取締役６名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いす

るものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。
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候 補 者

番 号

ふ　り　が　な

氏　　名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社

の 株 式 数

４

おぎ

荻

 

　
た

田

 

　
けん

健

 

　
じ

治

（1958年７月６日）

2015年２月 当社社外取締役（現任）

2020年８月 アンテロープ合同会社　代表社員（現任）
64,000株

５

くに

國

 

　
もと

本

 

　
ゆき

行

 

　
ひこ

彦

（1960年８月21日）

1984年４月 日本合同ファイナンス株式会社

（現ジャフコグループ株式会社）入社

2006年１月 株式会社インディペンデンツ（現株式会社

Kips）設立　代表取締役（現任）

2020年６月 当社社外取締役（現任）

－株

６

さい

斉

 

　
とう

藤

 

　
れい

鈴

 

　
か

華

（1980年２月７日）

2007年９月　小笠原国際総合法律事務所　入所

2008年10月　外務省国際法局　入局（任期付）

2009年10月　小笠原六川国際総合法律事務所　復帰

2012年２月　原子力損害賠償紛争解決機構　入構（嘱

託）

2012年９月　イスラエル、エジプト海外赴任

2018年１月　小笠原六川国際総合法律事務所　復帰

2021年２月　あみた綜合法律事務所　経営参画

2021年５月　株式会社grooves（現株式会社Grooves）　

社外監査役（現任）

2022年４月　一般社団法人未来構想会議　理事（現任）

2022年６月 当社社外取締役（現任）

2023年９月　株式会社MAYA TECHNOLOGIES　社外取締役

　　　　　　（現任）

－株

（注）１.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２.荻田健治氏、國本行彦氏及び斉藤鈴華氏は、社外取締役候補者であります。

３.荻田健治氏及び國本行彦氏を社外取締役候補者とした理由は、他社における経営者としての豊富な経

験と高い見識に基づき、従来の枠組みにとらわれることのない視点から、当社の経営の監督と経営全

般の助言をしていただけることを期待したためであります。

４.斉藤鈴華氏は、社外役員になること以外の方法で、会社の経営に関与したことはありませんが、弁護

士としての専門的な知見と経験を有されるとともに、他社の社外監査役を務められるなど、独立した

客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的な知見からの助言が期待され、当社の社外取締

役としての職責を果たせるものと判断しております。同氏の戸籍上の氏名は幸森鈴華であります。

５.荻田健治氏、國本行彦氏及び斉藤鈴華氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、各氏の社外取締

役としての在任期間は、本総会終結の時をもって荻田健治氏が10年４ヵ月、國本行彦氏が５年、斉藤

鈴華氏が３年となります。
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６.当社は、荻田健治氏、國本行彦氏及び斉藤鈴華氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。荻田健治氏、國本

行彦氏及び斉藤鈴華氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

７.当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結

しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約は、当社及び子会社の取締役、監査

役、執行役員等（退任役員を含みます。）がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の

追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金、争訟費用等の損害を当該保険契

約によって塡補することとしております。ただし、被保険者の犯罪行為等に起因する損害等は填補対

象外とすることにより、役員の職務の執行の適正性が損なわれないための措置を講じています。各候

補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約

は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

８.当社は、荻田健治氏、國本行彦氏及び斉藤鈴華氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：大阪市北区中崎西二丁目４番12号
梅田センタービル31Ｆ　ホワイトホール

ヨドバシカメラ

阪急大阪
梅田駅

ＪＲ大阪駅

阪急
百貨店

ABC-MART
梅田ビル
(H&M)

ヤンマー
(UNIQLO OSAKA)

ＨＥＰ　ＦＩＶＥ

阪急百貨店
メンズ館　

大丸百貨店
ホテルグランヴィア
大阪

阪神
百貨店 谷町線

東梅田駅

そねざき
けいさつ

阪急グランドビル
御堂筋線
梅田駅

阪神大阪
梅田駅

梅田センタービル
31Ｆ

エスト

御　

堂　

筋

新　

御　

堂　

筋

交通　阪急大阪梅田駅　　　　　　　　　徒歩約５分
Osaka Metro御堂筋線　梅田駅 　　徒歩約７分
Osaka Metro谷町線　東梅田駅 　　徒歩約７分
ＪＲ大阪駅　　　　　　　　　　　徒歩約９分
阪神大阪梅田駅　　　　　　　　　徒歩約10分

※当社として専用の駐車場はご用意しておりませんので、ご了承願います。


